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第3章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

3-1. 歴史的風致の維持及び向上に関する課題 

1) 歴史的建造物の保存・活用に関する課題 

本市の歴史的風致を構成する歴史的建造物は、門前町を中心とする津島地区だけ

でなく、神
か

守
もり

・神
かみ

島
しま

田
だ

地区にも存在している。また、指定・登録文化財である建造

物のほかにも歴史的な価値のある建造物も存在しており、これらが今日も受け継が

れていることで本市の歴史的風致を形成し、独自の雰囲気を醸し出している。 

こうした歴史的建造物の所有者の多くは高齢化が進んでおり、後継者が不在であ

ること、修理等には多額の費用を要することから、適切な維持管理が行われないま

ま劣化が進んでいるものも存在している。また、これらの歴史的建造物は所有者に

保存・活用を依存する状況にあり、滅失や改変等により、その価値が失われたもの

もある。 

これまで、本市の文化財保護行政においては重要文化財や県・市の指定文化財、

登録文化財といった保護措置を図り、指導・助言、補助等を通じて歴史的建造物の

保存・維持管理に順次取り組んできたが、現状十分とは言い切れない。 

近年では、市指定有形文化財である「氷室作太夫家住居」の経年劣化が著しいこ

とから、一般公開されていない。また、国の登録有形文化財「伊藤家住宅座敷機石

荘」、「伊藤家住宅茶席妙喜庵」、「伊藤家住宅正門及び築地塀」、「伊藤家住宅中門及

び袖塀」については、所有者と協議を続けたものの維持が困難であることから解体

され、登録抹消となっている。 

また、本市には、文化財保護法等に基づく指定等文化財以外にも、近代和風建築

等の多数の歴史的建造物が存在している。これらの大半が保護措置の図られていな

い状態で、調査も部分的にとどまっており、建造物が有する歴史や文化の価値が十

分に共有されていない。そのため、所有者の事情によっては適切な維持管理が行わ

れずに、滅失や改変の危機にさらされている可能性がある。 

歴史的建造物は、地域の歴史や文化を伝える役割を有しており、適切な保存・活

用が重要である。しかしながら、多くの人々が、歴史的建造物に触れ、その歴史や

文化の価値を感じる機会を十分に得られていない。 

 

   
氷室作太夫家住居（市指定有形文化財） 
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2) 歴史的建造物の周辺環境の保全に関する課題 

歴史的建造物の周辺には、建築物や工作物、さらに屋外広告物が景観に調和して

いない色彩により古き良き町並みにそぐわないもの、近年空き家・空き地等が増加

傾向にあり適切に管理されていない状態であるもの、また、電柱電線類により景観

要素が損なわれるなど、歴史的建造物の周辺環境に課題がある。 

名鉄津島駅から津島神社までの一直線に続く天王通線は、昭和 4 年（1929）に新

設された以後、通りの両側には商店が軒を連ね、津島神社までの参道として、かつ

て多くの人が行き交う活気にあふれた大通りであった。しかし大いに賑わいを見せ

たこの通りも、人口減少や高齢化に伴う後継者不足等により都市のスポンジ化が進

行し、現在では空き店舗が増加し、さらには取り壊しも進んで駐車場や更地も増え、

都市としての魅力が低下している状況である。 

一方で、天王通線周辺にはお寺が密集しており、近年はお寺を目的に当市に来訪

する観光客が増えている。しかしながら、上記の歴史的建造物の周辺環境や天王通

線を取り巻く課題や、お寺の参拝と合わせて周辺を散策するための仕掛けや案内が

不足しているため、観光客の本市での滞在時間が短くなっている。 

また、古くからの町並みが連なる重点区域周辺は、不燃性や耐震性など火災や地

震などの災害に弱いことから、歴史的風致の維持向上を図るうえで課題となってい

る。 

 

3) 伝統文化を反映した活動の支援・継承に関する課題 

本市には、4 つの歴史的風致ごとにそれぞれ固有の伝統文化を反映した活動があ

り、歴史的建造物を有する神社仏閣等にまつわる祭礼や、市全域において生業と結

びついた伝統行事・慣習等が継続されてきている。 

一部には保存会等の組織が結成されるといった動きもあるが、地域住民の任意の

活動に委ねられているものも多く、近年の少子高齢化による若年層の減少、あるい

は価値観の多様化等の影響により、担い手の減少等が大きな問題となっている。 

例を挙げると、市指定無形民俗文化財の津島秋祭の山車には、人材不足等により、

運行が休止している山車もある。ほかの無形民俗文化財の保存会においても人口減

少、高齢化による後継者不足が叫ばれている。 

これまで、本市では、重要文化財である旧堀
ほっ

田家
た け

住宅
じゅうたく

を活用して地域に息づく伝

統行事・慣習の紹介や、市民活動団体や学校等と連携して文化財についての認識を

深め、学習する機会の提供、さらには過去の調査に基づく情報収集、実態把握、成

果の情報発信等を行ってきているが、文化財に対する認識や保護活動に対する理解

は十分に浸透しておらず、市全域にわたる取組として広げるには至っていない。 

生業も同様に、担い手の高齢化や後継者不足、社会のニーズの変化に伴う需要の

減少が危惧されている。 
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3-2. 上位計画及び関連計画の状況と関連性 

本市では、総合計画や都市計画マスタープランなどを時代に即して定期的に改訂

している。これらの計画との整合や調和、連携を図ることによって、津島市固有の

歴史的風致の維持向上を図ることが重要であるため、本計画は、本市の基本構想を

含む津島市総合計画に即するとともに、津島市都市計画マスタープランと整合が保

たれたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 3-1 上位計画及び関連計画の状況と関連性 
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津島市都市計画マスタープラン 

関連計画 
・津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・津島市環境基本計画 

・津島市地域防災計画 

・津島市緑の基本計画 

 

津島市歴史的風致維持向上計画 

整
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1) 第 5 次津島市総合計画（令和 3 年（2021）9 月策定） 

本市は令和 3 年（2021）9月に、令和 12 年度（2030）までのまちづくりの指針で

ある第 5次津島市総合計画を策定した。このなかで、基本構想では「～未来につな

ぐ～ 住んでみたい 住んでよかったまち 津島」を将来都市像に掲げるとともに、

将来人口を令和 12 年（2030）で 56,600～59,500 人と展望し、3 つの重点戦略を位

置付けている。 

重点戦略の 1 つである「戦略 2 まちの活力を高め、人の流れをつくる」では、

掲げている施策のなかに、「駅周辺の活性化」と「魅力の発信と関係・交流人口の拡

大」があり、関連施策として「快適でにぎわいある安全なまちづくり」、「歴史・文

化資源を活用して地域の魅力を磨き上げ・発信」を位置付けている。 

さらに、分野別計画の「歴史・文化・芸術」において、未指定を含めた文化財の

把握や保存・活用の方針、本市が所有する歴史的建造物の適切な保存・活用を検討

するとともに、文化財等の所有者等に対して、保存・修理のための支援や文化財保

護の担い手づくりの支援を行うこととしている。また、津島市歴史的風致維持向上

計画の重点区域において、飲食や休憩などの来訪者へのサービスを備えた地域一体

の利活用を視野に入れ、重点区域を回遊しながら楽しめる魅力の磨き上げと情報発

信を図ることとしている。 

「都市計画」では、本市固有の歴史・文化資産を活用して魅力的でにぎわいがあ

る、誰もが歩きたくなる市街地の形成に向け、行政や民間、そして市民と一体とな

って、津島駅周辺、天王通りや本町筋、天王川公園や津島神社などにおいて、魅力

的な公共空間の創出を促進することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 将来都市像とまちづくりの目標 

資料：第 5次津島市総合計画 
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資料：第 5次津島市総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 重点戦略の構成と戦略 2の施策 

資料：第 5次津島市総合計画 
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2) 津島市都市計画マスタープラン（令和 3 年（2021）12 月策定） 

本市では、令和 12年（2030）を目標とした都市計画の基本的な方針を示した津島

市都市計画マスタープランを令和 3 年（2021）12月に策定した。 

この計画では、都市の将来像を、「“多様な主体によって、暮らす・楽しむ・働く

「場」を創る”暮らしを楽しみ、誇りと愛着を感じ、そして選ばれるまち つしま」

とし、都市づくりの目標の一つに、「自然、歴史、文化が織りなす自然歴史都市づく

り」を掲げ、津島固有の歴史的風致を守り、育て、継承し、魅力ある景観づくりを

進めるとともに、歴史的文化資源を活用した個性豊かなまちづくりを推進していく

こととしている。また、本町筋沿いや津島神社周辺を、「歴史・ふれあいゾーン」に、

津島駅から津島神社を結ぶ天王通線を、「にぎわい・活力軸」に位置づけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-4 都市の将来像と都市づくりの目標 

資料：津島市都市計画マスタープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-5 都市拠点（正面玄関）イメージ 

資料：津島市都市計画マスタープラン 
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図 3-6 将来都市構造 

資料：津島市都市計画マスタープラン 
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3) 第 2 期津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

平成 26 年（2014）11 月に施行されたまち・ひと・しごと創生法に基づき、平成

28 年（2016）3 月に第 1 期、令和 3 年（2021）8 月に第 2 期の津島市まち・ひと・

しごと創生総合戦略を策定した。第 5次津島市総合計画の重点戦略を第 2 期の津島

市まち・ひと・しごと創生総合戦略と位置付け、総合計画のまちづくりの目標の実

現に向けた施策の推進を図ることによって、地方創生がめざす将来の実現につなげ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 第 2期津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略体系図 

資料：第 5 次津島市総合計画 
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図 3-8 第 2期津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略 戦略 2の基本的方向と施策 

資料：第 2 期津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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4) 津島市環境基本計画（平成 28 年（2016）3 月策定） 

本市では、まちづくりの基本的な考え方を示す津島市総合計画を環境面から補完

し、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、津島市環境基本計

画を平成 28 年（2016）3月に策定した。 

計画の基本理念を「津島の自然や歴史・文化を礎に、ともにつくり、未来へつな

ぐ」として、計画の基本目標として、持続可能で快適なまちを構成する 5 つの分野

ごとに目指すべきまちの姿を設定するとともに、これらを実現するための総合的な

施策推進のあり方を設定している。 

このうち、「基本目標 4 津島らしさが感じられるまち」の「基本方針(3) 歴史・

文化の継承と活用では、良好な景観の保全・形成や文化財の保護の推進、郷土の歴

史・文化の継承といった方針の下で、6 つの施策について市民、事業者、行政それ

ぞれの指針を示している。 

 

表 3-1 津島市環境基本計画における歴史的風致維持向上計画に関係する方針・施策 

目標・方針 施策 

基本目標 4 津島らしさが感じられるまち 

 基本方針(3) 歴史・文化の継承と活用 

 施策方針 1) 良好な景観を保全・形成します ①歴史的景観の保全・形成 

②農地・河川景観の保全・形成 

③都市景観の保全・形成 

施策方針 2) 文化財の保護を推進します ①文化財の保護の推進 

②地域の歴史・文化資産の保

存・活用の促進 

施策方針 3) 郷土の歴史・文化を継承します ①歴史・文化学習の推進 

資料：津島市環境基本計画より作成 
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図 3-9 津島市環境基本計画の基本理念と計画目標 

資料：津島市環境基本計画 
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5) 津島市地域防災計画 

本市では、市の地域ならびに市民の生命、身体及び財産を地震災害から保護し、

被害を最小限に軽減することを目的に津島市地域防災計画を平成 30年（2018）3月

に策定した。この計画では、市域に係る防災（防災予防対策、防災応急対策及び災

害復旧対策）に関して定めることにより、防災活動の総合的かつ計画的な防災対策

の推進を図ることとしている。 

文化財については、災害予防対策として、文化財の保護のため市民の愛護精神の

高揚を図るとともに文化財の適切な保護、管理体制の確立、防災施設の整備促進を

図ることとしている。 
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6) 津島市緑の基本計画 

本市では、緑地の保全や緑化の推進、公園整備等に関して、その将来像、目標、

施策などを定める津島市緑の基本計画を、津島市都市計画マスタープランと同じく

令和 3 年（2021）12 月に策定した。 

この計画では、歴史の流れの中で埋もれ、残された貴重な緑を活かし、これらを

新しい緑でつなげていくため、これまでの取組を引き継ぎ、「都市と田園、都市環境

と自然環境が融合した“心地良い”空間を支える水と緑づくり ～津島の歴史を未来

へつなぐ水と緑の環（わ） STAGE2～」を基本理念としている。 

掲げる５つの基本目標のうち、３つの基本目標、「1 津島の歴史とともにある緑

を守り・育み・つなぐ」、「2 地域ごとに固有な水と緑の環境を守り・育む」、「5 市

民・民間・行政の協働により水と緑豊かなまちづくりを進める」が本計画に関連す

る。緑地の配置等の方針としては、景観にも寄与する幹線道路沿いの緑化推進や、

本市の成り立ちや治水の歴史を後世に伝える貴重な水と緑の軸である旧天王川・旧

佐屋川及び津島神社一帯について、失われた緑の回復や現況の緑の保全を図りつつ、

そのネットワークの維持及び強化を図ることとしている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 津島市緑の基本計画における緑の将来図 

資料：津島市緑の基本計画 
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3-3. 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

本計画では、歴史と伝統を反映した人々の活動の継承や歴史的建造物の保存・活

用・歴史的建造物を取り巻く環境の保全を図る。また、これらの取組とあわせて歴

史的風致の認識を高めることにより、一体的に歴史的風致の維持向上を図る。 

 

1) 歴史的建造物の保存・活用に関する方針 

指定等文化財の建造物は、所有者や管理者等に対して、文化財保護法や愛知県文

化財保護条例及び津島市文化財保護条例に基づき、今後も適切に保存・活用が行わ

れるよう指導・助言等を行う。損傷が進行している指定等文化財については、文化

庁や愛知県県民文化局、津島市文化財保護審議会、専門家等と連携しながら、適切

な修理等が行われるよう指導・助言等を行う。 

指定等文化財以外の建造物は、本計画に基づく歴史的風致形成建造物への指定を

検討するとともに、津島市文化財保護条例に基づく文化財の指定又は文化財保護法

に基づく登録有形文化財への登録を検討し、今後の保存・活用を図る。加えて、こ

れら建造物の活用を推進することで、市民に対して広く建造物の価値を広めていく。 

なお、損傷が進行している建造物は、所有者や管理者等が行う修理等への支援等

を講じることで所有者の負担を軽減するとともに民間の協力を得ることも検討しな

がら保全を図り、所有者や周辺住民等との協働により、維持管理や活用を検討する。 

市が所有・管理する歴史的建造物については、必要に応じて調査や整備を進める

とともに、周辺の散策路等を整備することなどにより、活用しやすい環境を構築す

ることを目指す。 

 

2) 歴史的建造物の周辺環境の保全に関する方針 

歴史的風致は、法などの活用、条例によるまちづくりのルール化、下記に示す事

業の実施等の策定により維持向上を図る。 

市全域において、良好な景観形成のため、愛知県屋外広告物条例に基づき、屋外

広告物の規制を行っている。これを引き続き推進していくとともに、歴史や文化、

自然といった恵まれた景観を保全・創造させ、活力の満ちた個性あるまちづくりを

実践していくために、市民と協働して地区の景観方針や景観形成基準を議論するな

かで、道路空間の高質化として道路の美装化や景観の阻害要因となる電柱類の無電

柱化も検討し、景観計画の策定を行う。さらに、景観条例を制定し、良好な都市環

境の形成に取り組んでいく。こういった取組を進めながら、歴史や文化を説明する

案内板の修繕等、ガイドの育成をするなどガイダンス機能の強化、観光客が楽しめ

るような参加型・体験型の仕掛けを構築し、まちなかの回遊性を図る。 

空き家や空き地が増加し古くからの町並みとして残る風致形成が損なわれていく、

いわゆる都市のスポンジ化対策としては、まちづくり団体と協力し、使える空き家

は所有者と使用者を円滑に結び付けるマッチングシステムにより利活用を促進する。

加えて、立地適正化計画の都市機能誘導制度を活用して生活サービス機能の充実を
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図り、まちの活性化と良好な景観を保全していく。古くからの町並みが連なる重点

地区周辺は、火災や地震などの災害に弱いことから、歴史的風致の維持向上を図る

なかで、住民や観光客が安心、安全に過ごせるよう、防災上安全なまちづくりを進

める。 

さらに、本市の歴史的風致は河川や公園などの豊かな自然環境と一体となって形

成しているところも多いことから、公園整備事業等の自然環境の保全も図りつつ、

歴史的風致の維持向上を目指す。 

 

3) 伝統文化を反映した活動の支援・継承に関する方針 

市民等が本市の伝統文化を反映した活動を披露する場を継続して提供していくほ

か、市民活動団体等が主体となった取組が継続していけるよう適切な支援を行う。

あわせて、次世代を担う子どもたちが地域の歴史や文化に触れることのできる機会

やイベント等を開催し、地域の歴史的資産への理解や愛着を促しながら、継承を図

る。 

また、本市の歴史や文化、歴史的建造物やそれらで構成される町並みが観光客等

の外部の人に評価されることにより、市民が本市の歴史的資産の価値を再認識し、

保存や継承に向けた意識が醸成されるよう、適切なプロモーションを行っていく。

さらに、こういった取組を市民活動団体等と協働・連携して行い、地域の歴史文化

を反映した活動に関わる人々の支援を行うことにより、継承と将来の担い手の育成

を図る。 

歴史的風致を構成する生業については民間が行う後継者の発掘・育成事業や需要

の増加に向けた取組を周知していく。 
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3-4. 歴史的風致維持向上計画の実施体制 

本計画の推進体制については、市長公室シティプロモーション課、建設産業部都

市計画課、教育委員会社会教育課の 3 課を事務局とし、各事業担当者と横断的に連

携しながら庁内の実施体制を設置する。 

また、歴史まちづくり法第 11 条に基づく津島市歴史的風致維持向上計画策定協議

会の構成員を中心とした「津島市歴史的風致維持向上協議会」において計画の推進

や変更等の連絡・調整・協議等を行い、事業の推進を図るとともに、必要に応じて、

本市の都市計画や文化財保護に関する審議会並びに文化財や歴史的建造物の所有者

等と連絡調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-11  歴史的風致維持向上計画の実施体制 
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